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第２０９回組合会会議録 

 

 令和７年６月１６日千葉市中央区中央港１丁目１３番３号オークラ千葉ホテル２

階「ブリストル」において第２０９回組合会を開催した。 

 

 

組合会の目的である事項 

 

 

報    告  令和６年度退職等年金預託金管理経理に係る運用状況について 

議案第 １ 号  令和６年度決算の認定について 

議案第 ２ 号  専決処分（千葉県市町村職員共済組合運営規則の一部変更）の 

承認を求めることについて 

 
 

招集年月日   令和７年６月１６日 

議   長   岩 田 利 雄 

 

 

議員の定数は２０名であるが、出席した議員は、次のとおりである。 

市町村長である議員（３名） 

３番 佐 藤 晴 彦 

５番 小 坂 泰 久 

  ７番 岩 田 利 雄 

 

市町村長以外の議員（１０名） 

  ２番 髙 橋 章 彦 

４番 戸 井 健 一 

６番 住 吉 竜 司（ＷＥＢにより出席） 

８番 青 木 賀 一 

 １０番 伊 藤 成 司 

 １２番 五木田 晴 幸 

１４番 松 本 孝 則 

１６番 勝 俣 雄 吾 

 １８番 刈 込 慎 一 

 ２０番 大阿久 大 輔 

 

委任状を提出した議員は、次のとおりである。（７名） 

  １番 太 田   洋 

９番 宮 本 泰 介 

 １１番 星 野 順一郎 

１３番 渡 辺 芳 邦 

 １５番 井 崎 義 治 

 １７番 神 谷 俊 一 

 １９番 内 田 悦 嗣 

 

委任を受けた議員は、次のとおりである。（１名） 



 - 2 - 

  ３番 佐 藤 晴 彦（委任者７名） 

 

学識経験監事である髙橋邦芳は、この組合会に出席した。 

 

事務局から出席した職員は、次のとおりである。 

事務局長兼出納長 布 施 幸 一 

事務局次長兼福祉課長 工 藤  誠 

事務局次長兼情報管理課長 伊 藤 篤 史 

総 務 課 長 篠 﨑 輝 明 

保 健 課 長 白 井 貴 弘 

年 金 課 長 大 月 和 美 

経 理 課 長 杉 本 実 千 乃 

主幹兼総務係長 中 川  聡 

施設長兼監査室長 関  裕 行 

施設管理課長 鎌 形 智 和 

 

 

 

開 会 （時刻１３時００分） 

 

事務局長  事務局長の布施でございます。議員の皆様におかれましては、公務ご

多忙の折、組合会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。開会にあたりまして、本日の定足数を発表させていただきます。本日、

ご出席をいただきました市町村長議員は３名、委任状を提出されました

市町村長議員は７名で、合計１０名でございます。また、職員側議員につ

きましては、この会場にお越しいただいてご出席いただきました職員側

議員は９名、ＷＥＢによりご出席いただきました職員側議員は１名で、

合計で１０名のご出席をいただいております。したがいまして、地方公

務員等共済組合法施行令第１１条の規定によります、定足数に達してお

りますので、ただいまから議事日程に従いまして、第２０９回組合会を

開催させていただきます。開会にあたりまして、議長からご挨拶を賜り、

その後の進行につきましても、よろしくお願いいたします。 

 

議  長  皆様、こんにちは。組合会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げま

す。本日ここに第２０９回組合会を開催いたしましたところ、議員各位

におかれましては、公務ご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうござ

います。また、平素から共済組合の事業運営につきまして、特段のご理解

とご協力を賜り、重ねてお礼を申し上げる次第でございます。 

   さて、国内経済においては依然として物価の高騰による厳しい状況は

続いておりますが、当組合におきましても、少なからず各種事業に影響

が及ぼされているところでございます。そのような中でも、組合員の皆

様の日々の生活の安定と福祉の向上及び健康の維持増進のため、社会情

勢の変化に対応しつつ、引き続き取り組んでまいる所存でございます。 

さて、ここで共済制度を取り巻く諸情勢につきまして、若干触れさせて
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いただきます。まず、年金制度に関しましては、昨年の財政検証の結果を

受けて、年金制度改革法案が国会で審議され、可決されたところであり

ますが、年金制度の公平性と持続可能性を高めることが求められます。

共済組合としましては、今後の動向に注視し、周知、公報等に適切に対応

してまいります。 

また、医療保険制度に関しましては、昨年１２月にマイナンバーカード

と健康保険証が一体化しておりますが、経過措置により、既に発行され

ている組合員証等は本年１２月１日まで使用可能となっております。こ

の経過措置期間の満了により、マイナ保険証の利用登録をされていない

方に資格確認書の一斉発行を予定しており、適切な対応が求められます。

また、今年度から育児に係る新たな給付として育児休業支援手当金、育

児時短勤務手当金が創設されております。 

宿泊施設に関しましては、物価や人件費の高騰により、経費面では厳し

い状況を強いられておりますが、新たな集客策を講ずる等、利用率の向

上を図り、健全な事業運営に努めていく必要があるものでございます。 

このように共済組合を取り巻く情勢は厳しく、不透明なものがござい

ますが、組合員とその家族のため、共済制度の維持、発展に努めてまいる

所存でございますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

   さて、本日ご審議いただきます主な案件は、「令和６年度決算の認定に

ついて」でございます。令和６年度の決算につきましては、保健経理第２

及び宿泊経理における施設収入が、短期組合員の加入や直営施設利用助

成金の特別加算の効果を要因として、対前年度比較で引き続き増加して

おります。オークラ千葉ホテルにおいては、平成２１年以来、１５年ぶり

に当期利益金が生じたものであり、黒潮荘においては、減価償却費控除

前ではありますが、令和５年度に引き続き、利益金が生じたものでござ

います。那須の森ヴィレッジにおいては、開所以来最高の利用者数とな

ったものでございます。また、営業面につきましても、３施設ともに事故

等もなく安心・安全を第一とした運営を行うことができたものでござい

ます。その他の経理についても、概ね順調に推移したものでございます。

このことは組合員の皆様はもとより、議員の皆様のご理解とご協力の賜

物と、深く感謝を申し上げる次第でございます。なお、本日の附議案件に

つきましては、逐次、事務局から説明がありますので、慎重にご審議を賜

りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

 

議  長  それでは、議事に入ります。議事日程の決定を議題といたします。お諮

りをいたします。議事日程は本日１日といたしたいと存じます。これに

ご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議なしと認め、本日の会議を１日と決定をいたします。 

 

議  長  次に、会議録署名議員の選挙について、お諮りをいたします。会議録署

名議員の選挙は、議長において指名することで、ご異議ございませんか。 

 



 - 4 - 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、会議録署名議員に長側３番、佐藤晴彦議員、職

員側１２番、五木田晴幸議員の両名を指名いたします。 

 

議  長  議案の提案の前に、報告事項が１件ございます。報告「令和６年度退職

等年金預託金管理経理に係る運用状況について」事務局から報告を求め

ます。篠﨑総務課長。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

総務課長  総務課長の篠﨑でございます。報告「令和６年度退職等年金預託金管

理経理に係る運用状況について」ご報告させていただきます。表紙をお

めくりいただきまして、預託金の運用状況（退職等年金預託金管理経理）

と記載のある、円グラフが表示された資料をご覧ください。令和６年度

の退職等年金預託金管理経理の資産につきましては、貸付金４４億１，

１００万円、短期資産３億２，９００万円によって構成されており、合計

４７億４，０００万円の資産を保有しております。貸付金につきまして

は、当組合の貸付経理及び物資経理への貸付金の合計であり、短期資産

については、普通預金となります。退職等年金預託金管理経理から貸付

経理及び物資経理へ貸し出す際の利率が１パーセントであることから、

貸付金の実現収益率は１パーセント、短期資産については、先程申し上

げましたとおり普通預金となりまして、その利息の実現収益率は０．０

７パーセントとなっているものでございます。この貸付金と普通預金か

ら得られた利息及び配当金の合計として表示した結果が、実現収益率０．

９６パーセントとなっているものでございます。また、参考として下に

掲載しております令和５年度の運用状況についてでございますが、貸付

金の額は４６億９，１００万円となっており、令和６年度の４４億１，１

００万円と比較いたしますと、令和６年度は資産額が２億８，０００万

円減少しております。これは、主に貸付経理への貸付額が減少傾向であ

ることから、この退職等年金預託金管理経理から資金の貸付を受ける金

額が減少しているためでございます。なお、運用状況の公表についてで

ございますが、毎年７月の第１営業日に公表することとされており、今

年度につきましては、７月１日に当組合のホームページに公表する予定

でございます。報告につきましては、以上でございます。 

 

議  長  ただいま「令和６年度退職等年金預託金管理経理に係る運用状況につ

いて」の報告がありました。ご質疑等ございましたらお願いをいたしま

す。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で、報告「令和６年度退職等年金預託金管理経理に係る運用状況

について」の報告を終結いたします。 
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議  長  これより議案の上程を行います。議案第１号「令和６年度決算の認定

について」を議題といたします。事務局から説明を求めます。杉本経理課

長。 

 

経理課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

経理課長  経理課長の杉本でございます。それでは、議案第１号をご説明させて

いただきます。議案第１号をご覧ください。「令和６年度決算の認定につ

いて」、令和６年度決算について、別冊のように認定を求めるものでござ

います。１枚おめくりいただきますと、令和６年度の決算書となってお

りますが、こちらの決算書につきましては、法に定められました様式に

基づきまして作成をしたものでございます。本日の説明につきましては、

この決算書に基づきまして作成をいたしました「令和６年度決算の概況

について」を添付させていただいておりますので、こちらを用いまして

ご説明をさせていただきます。誠に恐縮ではございますが、着座にてご

説明をさせていただきます。 

まず、１ページの１、地方公共団体の数、組合員等の数及び標準報酬の

月額等でございます。（１）の団体数は、１０１団体で変更はございませ

んでした。（２）の組合員数等は、組合員と任意継続組合員の合計で、令

和６年度末では７万９，５５１人となりまして、令和５年度末と比較し

ますと、２，６１４人の増加となりました。増加の理由といたしましては、

短期組合員数の増加によるものでございます。被扶養者数は４万６，２

２７人となりまして、前年度末と比較しますと、６１７人の減少となり

ました。第３号厚生年金被保険者数は５万７，８９０人となりました。次

に（３）の標準報酬の月額等でございます。こちらの表では、長期と短期

の金額を掲げてございますが、本日は短期の額でご説明をさせていただ

きます。①組合員でございますが、標準報酬の月額は組合員の方の総額

となりますが、令和６年度末で２７４億６，７０１万円でございました。

令和５年度末と比較しますと、８億６，３１４万８，０００円の増加とな

ります。また、平均標準報酬の月額は３５万１，５４６円で、前年度と比

較しますと、６６０円の増加となります。標準期末手当等の額の年度累

計額は、１，０８０億５，９２５万３，０００円となりました。以下、②

の任意継続組合員、③の第３号厚生年金被保険者は記載のとおりの金額

となっております。 

次に、２の短期経理でございます。(１)の財源率につきましては、①掛

金・負担金率合計で標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する率

となります。短期財源率は、令和６年度では前年度より２パーミル引き

上げの９６．８０パーミル、また介護財源率は、前年度より０．５２パー

ミル引き下げの１６．８０パーミルでございました。②の調整負担金は､

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまして､前年度据え置き

の０．１０パーミルでございました。また、公的負担金は、前年度より０．

６６パーミル引き上げの０．７４パーミルでございました。続きまして、

２ページをご覧ください。(２)の一部負担金払戻金等の基礎控除額につ

きましては、変更はないものでございます。(３)の収支でございます。収
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入につきまして、短期負担金等以下、４行目の短期の計は、４１７億７，

９７８万７，５８４円となり、前年度と比較して、３１億１，９４２万４，

９１１円の増加となりました。増加の理由としては、財源率の引き上げ

及び短期組合員数の増加に加え、給与改定等による標準報酬総額の増加

により、掛金・負担金収入が増加したためでございます。以下合計をしま

して、５２９億１，５２３万９，０９２円となったものでございます。一

方、支出につきましては、法定給付以下、４行目の給付金等の計は、２４

２億２，０７９万４，７１６円となり、前年度と比較して、９億５，１７

０万７，５７５円の増加となりました。こちらの給付金の増加の主な理

由も組合員数の増加によるものでございます。以下合計をいたしまして、

４９３億５，７８９万１，４４６円となったものでございます。収支差し

引きいたしますと、３５億５，７３４万７，６４６円の当期利益金が生じ

ました｡内訳は､短期では３４億４，６２４万４，１５６円の当期短期利

益金､また､介護では１億１，１１０万３，４９０円の当期介護利益金が

生じたところでございます｡次に (４)の剰余金をご覧ください。まず、

欠損金補てん積立金につきましては、法定額満額の１９億４，５９０万

８，６００円を積み立てる必要があるため、短期利益金のうち、２億４，

２９８万４，０３２円を充当したものでございます。短期積立金につき

ましては、短期利益金の残額３２億３２６万１２４円を積み増し、翌年

度に４２億４，２０１万１，２５８円を繰り越すものでございます｡次に、

介護積立金は､収支差し引きで生じました介護利益金１億１，１１０万３，

４９０円を全額積み増しいたしました結果、翌年度に１億８，８９４万

９，７４３円を繰り越すものでございます｡ 

次に、３ページをご覧ください。３の厚生年金保険経理から５の経過的

長期経理の財源率等につきましては、記載のとおりとなりますが、それ

ぞれ（２）の収支につきましては、収入額と同額を連合会へ払込金として

払い込む経理のため、収支差し引き０円となるものでございます。 

続きまして、４ページをご覧ください。６の退職等年金預託金管理経理

でございます。(１)の運用状況につきましては、令和６年度末では、長期

貸付金としまして、貸付経理へ２３億３，７２８万８，１５２円、物資経

理へ２０億７，４１５万７，０００円、以下合計をしまして４４億１，１

４４万５，１５２円を運用いたしたところでございます。(２)の取引金

融機関の信用リスクでございますが、当組合が取引をしております千葉

銀行の信用リスクについては､記載のとおり、預託元の全国市町村職員共

済組合連合会の示す格付けであるトリプルＢ格以上となっているもので

ございます｡(３)の収支でございますが、収入は、運用によります利息及

び配当金が４，６１１万８，５７６円となったものでございます。一方、

支出は、収入額と同額を支払利息として、連合会に払い込んだものでご

ざいます。 

次に、７の経過的長期預託金管理経理でございます。地方公共団体が行

政目的のため発行する債券の私募引き受けである縁故地方債の引き受け

により運用する経理でございますが、令和６年度は取引がございません

でした。 

それでは、５ページをご覧ください。次に、８の業務経理でございます。

(１)の事務費は、全て組合員１人当たりの年額でございます。①の短期・

厚生年金保険及び経過的長期給付分につきまして、アの事務費負担金は
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構成団体にご負担いただくもので、合計で９，５０４円をご負担いただ

いたところでございます。イの事務費は、短期部分の公的負担金４，６３

２円、以下合計で１万１，５３８円を事務に要する費用とさせていただ

いたところでございます。②の退職等年金給付の事務費は、組合員１人

当たり５７０円で、全額連合会交付金として交付されたものでございま

す。(２)の収支でございますが、収入につきましては、構成団体からの負

担金以下、合計をしまして９億１，２０５万４，７８３円となったもので

ございます。一方、支出につきましては、職員給与以下、合計をしまして

１０億５，０７２万５４円となったものでございます。収支差し引きい

たしますと、１億３，８６６万５，２７１円の当期損失金が生じましたの

で、(３)の剰余金をご覧ください。生じました損失金は全額積立金から

取り崩し補てんをいたしました結果、翌年度へ８億９，６２７万７，４３

６円を繰り越すものでございます。 

次に、９の保健経理でございます。(１)の財源率につきまして、①の掛

金・負担金率合計は、４.４パーミルでございました。②の特定健康診査

等に係る負担金は、組合員１人当たり１４６円をご負担いただいたとこ

ろでございます。続きまして、６ページをご覧ください。(２)の収支でご

ざいますが、収入につきましては、負担金以下、合計をしまして１８億８，

６２０万９，７８３円となったものでございます。一方、支出につきまし

ては、２行目の厚生費を中心に、以下合計をしまして１９億５，２９２万

７，０７１円となったものでございます。収支差し引きいたしますと、６，

６７１万７，２８８円の当期損失金が生じましたので､(３)剰余金をご覧

ください。生じました損失金は､全額積立金から取り崩し補てんをいたし

ました結果､翌年度へ１８億７，０３０万４，２３５円を繰り越すもので

ございます｡ 

次に、１０の保健経理第２でございます。（１）②の営業日数は令和６

年４月５日から１１月２５日までの間で、２２７日の営業をいたしまし

た。③宿泊人数は９，８１２人、利用率にして７４．５３パーセントでご

ざいました。(２)の収支でございますが、収入では、施設収入以下、合計

をしまして１億４，４２２万９，１８６円となったものでございます。一

方、支出では、３行目の委託費を中心に、以下合計をしまして１億７，４

２８万７，９８３円となったものでございます。収支差し引きいたしま

すと、３，００５万８，７９７円の当期損失金が生じましたので、７ペー

ジ(３)の剰余金をご覧ください。生じました損失金は全額欠損金補てん

積立金から取り崩し補てんをいたしました結果、翌年度へ２億５，４１

４万６，０９７円を繰り越すものでございます。 

次に、１１の保健経理第３でございます。（１）②の温浴施設の利用状

況は、組合員１万４，８５０人、一般１万１，０９３人となりまして、合

計では２万５，９４３人のご利用をいただいたところでございます。(２)

の収支につきましては、収入では、施設収入、保健経理より繰入以下、合

計をいたしまして、４，２３６万７，７９６円となったものでございます。

一方、支出では、委託費を中心に、以下合計をいたしまして、４，３８７

万４，１００円となったものでございます。収支差し引きいたしますと、

１５０万６，３０４円の当期損失金が生じましたので、(３)剰余金をご

覧ください。生じました損失金は、全額欠損金補てん積立金から取り崩

し補てんをいたしました結果、翌年度へ７，７５７万６，２３０円を繰り
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越すものでございます。 

次に、１２の宿泊経理でございます。最初に(１)のオークラ千葉ホテ

ルでございますが、①ウの利用状況につきましては､宿泊利用者が３万２，

２４７人、利用率は６５.０パーセントでございました。婚礼は１０４組

で、ご利用者は３，６８０人でございました。以下、会議等のご利用者を

合計いたしますと、１８万９１５人のご利用をいただいたところでござ

います。続きまして、８ページをご覧ください。②の収支でございますが、

収入では、施設収入以下、合計をしまして１５億４，５７３万８，１２０

円となったものでございます。一方、支出では、４行目の委託費を中心と

して、以下合計をしまして１５億３，１２３万２，３５７円となったもの

でございます。収支差し引きいたしますと、１，４５０万５，７６３円の

当期利益金が生じましたので、③の剰余金をご覧ください。生じました

利益金は全額欠損金補てん積立金に積み増しをいたしました結果、翌年

度へ１５億４，９６８万３，５５７円を繰り越すものでございます。次に

(２)の黒潮荘でございます。①のウの利用状況につきましては、宿泊者

数１万６，７４１人、宿泊利用率は５８.０パーセントでございました。

以下､宴会､会議を合計しまして､１万７，１０９人のご利用をいただいた

ところでございます｡②の収支につきましては、収入では、施設収入以下、

合計をしまして２億５，５４７万４，５０７円となったものでございま

す。一方、支出では、４行目の委託費を中心として、以下合計をいたしま

して２億８，２３２万８，４８３円となったものでございます。収支差し

引きいたしますと、２，６８５万３，９７６円の当期損失金が生じました

ので、９ページ③の剰余金をご覧ください。生じました損失金は全額欠

損金補てん積立金から取り崩し補てんをいたしました結果、翌年度へ３

億９，２０４万６，１５９円を繰り越すものでございます。 

次に、１３の貯金経理でございます。（１）①支払利率は前年度据え置

きの１.９パーセントでございます。②貯金者数は５万２，４３８人とな

りまして、加入率は６５.９２パーセントでございました。また、③貯金

総額は３，８８３億８，１６２万３，２９９円、１人当たりの貯金額は７

４０万６，４９１円となったものでございます。(２)の収支につきまし

ては、収入では、利息及び配当金以下、合計をいたしまして７９億６，７

３５万３，２７９円となったものでございます。一方、支出では、貯金の

利息としてお支払いしました、上から４行目の支払利息を中心としまし

て、以下合計しますと７１億９，７０５万５，６５３円となったものでご

ざいます。収支差し引きいたしますと、７億７，０２９万７，６２６円の

当期利益金が生じましたので、(３)の剰余金をご覧ください。まず、欠損

金補てん積立金につきましては、貯金総額の５パーセントである法定額

満額の１９４億１，９０８万１，１６５円を積み立てる必要があるため、

利益金のうち、４億８，０７９万９，６５３円を充当したものでございま

す。積立金につきましては、利益金の残額２億８，９４９万７，９７３円

を積み増し、翌年度に４３４億８，１７０万２，３１３円を繰り越すもの

でございます。貯金総額に対します剰余金の積立率は、１６．１９パーセ

ントでございました。また、（４）の平均運用利回りは１.７９パーセント

となりました。 

次に、１４の貸付経理でございます。(１)の貸付の状況等の①、貸付条

件は貸付の準則どおりでございます。②の新規貸付件数は４００件、貸
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付総件数は３，９１６件でございました。③の新規の貸付金額は６億２，

０６７万９２円、貸付金総額は４８億４，７８０万６，２５８円でござい

ました。④の長期借入金は、退職等年金預託金管理経理から２３億３，７

２８万８，１５２円を借り入れているものでございます。続きまして、１

０ページをご覧ください。(２)の収支につきましては、収入では、貸付金

に対する組合員貸付金利息以下、合計をいたしまして６，２７０万１，６

６０円となったものでございます。一方、支出では、上から４行目の退職

等年金預託金管理経理からの借入金に対します支払利息を中心にして、

以下合計をいたしまして６，５０７万５，０５１円となったものでござ

います。収支差し引きいたしますと、２３７万３，３９１円の当期損失金

が生じましたので､(３)の剰余金をご覧ください。生じました損失金は､

欠損金補てん積立金から取り崩し補てんをいたしました結果、翌年度へ

２５億５７９万１，２９６円を繰り越すものでございます｡なお、この欠

損金補てん積立金の額は、貸付金総額の５１.６８パーセントに当たって

おります。 

次に、１５の物資経理でございます。(１)の自動車物資の割賦販売に

よる売掛金は、令和６年度末の残高が２３億７，７３４万７，６６８円で

ございました。 (２)の新規商品売掛金は７億９，１８５万６，７３８円、

販売台数は３５２台となりまして、前年度より１３台増加しております。

また、(３)の長期借入金は、退職等年金預託金管理経理から２０億７，４

１５万７，０００円を借り入れているものでございます。(４)の収支に

つきましては、収入では商品売上、商品販売益以下、合計をいたしまして

８億１，１１２万３，８２７円となったものでございます。一方、支出で

は､２行目の商品仕入は､収入の商品売上と同額となりますが、以下合計

をいたしまして８億１，２１６万２，６４９円となったものでございま

す。収支差し引きいたしますと、１０３万８，８２２円の当期損失金が生

じましたので､(５)の剰余金をご覧ください。生じました損失金は、全額

欠損金補てん積立金から取り崩し補てんをいたしました結果､翌年度へ

２億２，２８０万３，３５０円を繰り越すものでございます｡なお、この

欠損金補てん積立金の額は長期借入金の１０.７４パーセントに当たる

ものでございます。 

続きまして、１１ページをご覧ください。次に、１６の財形経理でござ

います。(１)貸付の状況等の①、貸付条件は記載のとおりでございます。

②新規貸付は１件で、貸付総件数は５件でございました。③貸付金総額

は、２，８３０万９，０３２円となりました。④長期借入金は、連合会か

ら同額を借り入れているものでございます。(２)の収支につきましては、

収入では、財形貸付金利息以下、合計をいたしまして２４万６，９５５円、

一方、支出では、借入金に対する支払利息以下、合計をいたしまして２４

万６，９１０円。収支差し引きいたしますと、４５円の当期利益金が生じ

ましたので、（３）の剰余金をご覧ください。生じました利益金は、全額

積立金に積み増しをいたしました結果、翌年度へ７，２５２円を繰り越

すものでございます。 

以上で、議案第１号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

議  長  ただいま、議案第１号の説明がなされたところでございますが、質疑
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をいただく前に、監査の結果について監事より報告を求めます。 髙橋学

識経験監事。 

 

学識経験監事  はい。 

 

議  長  はい、監事。 

 

学識経験監事  監事の髙橋でございます。着座にて失礼いたします。読み上げまして

監査報告とさせていただきます。１、監査年月日。令和７年６月１１日。

２、監査の対象となった期間。令和６年４月１日から令和７年３月３１

日まで。３、監査事項。組合の業務及び財産の状況について。４、監査の

結果の概況及び意見。組合の業務は法令の定めるところにより適正に執

行され、会計経理についても正確に処理され、証拠書類についても良好

に整理されていることが認められました。５、出納職員に対して直接注

意した事項。なし。６、その他必要な事項。なし。地方公務員等共済組合

法第１２条第３項及び千葉県市町村職員共済組合定款第４６条の規定に

基づき、監査した結果を同定款第４９条の規定により上記のとおり報告

します。令和７年６月１６日。監事、髙橋邦芳。監事、佐藤晴彦。以上で

ございます。 

 

議  長  以上で、監査報告を終了し、これより質疑をお受けしたいと存じます。

議案に対する質疑はございませんか。 

 

大阿久議員  はい、議長。 

 

議  長  はい、大阿久議員。 

 

大阿久議員  議席番号２０番、我孫子市の大阿久大輔と申します。千葉県市町村職員

共済組合組合会会議規則第２５条の規定に基づき発言いたします。決算書

に記載のとおり、令和６年度は共済３施設の客室稼働率がとても高くなり

ました。これには適用拡大による組合員の増加や、組合員の保健向上のた

めの各種の取り組みの成果と思います。一方、所属所の組合員からは宿泊

の予約が取りにくくなったという声が寄せられています。例えば、那須の

森ヴィレッジは、夏休みは抽選で満室ですが、それ以外の日もだいぶ混雑

しています。オークラ千葉ホテルは組合員以外の利用も多く、その利用と

重なっている日もあるようです。そこで高い利用率を保ちながらも、組合

員がより利用しやすくなるよう、今後の課題として対策をご検討いただけ

ますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

施設管理課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、鎌形課長。 

 

施設管理課長  貴重なご要望ありがとうございます。現状では、組合員以外にはダイ

ナミックプライシングを導入しております。オークラ千葉ホテルにつき

ましては、クリスマス時期などにおきましては、インバウンドの利用を
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制限させていただいているものでございます。他方で、週末の予約はＯ

ＴＡ（オンライン・トラベル・エージェント）などから早くうまってまい

りますので、ご利用の予定がある場合は、早めにご予約をしていただけ

ますと幸いでございます。この施設は、近隣のホテルと比べて客室数が

少ないことが、利益率の高い宿泊部門の弱みとなっているのが現状でご

ざいます。独立採算に向けて更なる収支改善が求められるなか、この施

設をこれからも維持していくことを第一に考えたとき、どのような運営

の仕組みが最適なのか、このことは大変難しい課題でございますが、こ

れからも利用状況などをモニタリングしながら、組合員の利益の向上に

つながるよう最適解を求めていきたいと考えておりますので、ご理解と

ご協力を賜りますようお願いいたします。以上です。 

 

議  長  他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。 

これより採決をいたします。議案第１号「令和６年度決算の認定につい

て」、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手全員であります。よって、議案第１号「令和６年度決算の認定につ

いて」は、原案のとおり認定することに決しました。 

 

議  長  次に、議案第２号「専決処分（千葉県市町村職員共済組合運営規則の一

部変更）の承認を求めることについて」を議題といたします。事務局から

説明を求めます。白井保健課長。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

保健課長  保健課長の白井でございます。それでは、お手元の議案第２号をご覧

いただきたいと存じます。議案第２号「専決処分（千葉県市町村職員共済

組合運営規則の一部変更）の承認を求めることについて」ご説明させて

いただきます。このことについて、組合会を招集する暇がなく臨時急施

を要するものと認め、地方公務員等共済組合法第１０条第２項の規定に

より、令和７年４月２１日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により承認を求めるものでございます。それでは、資料を１枚お

めくりいただきまして、運営規則の一部を変更する要綱書をもって、ご

説明させていただきます。 

保健課長  第１、変更の目的でございます。地方公務員等共済組合法施行令等の

一部を改正する政令により、地方公務員等共済組合法施行令第５条第１

項第１号に規定する「特定任期付職員業績手当」が廃止されたことに伴

い、所要の整備を図ることを目的とするものでございます。 
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保健課長  第２、変更する事項でございます。掛金及び負担金に関する報酬等を

定める規定中、海外派遣職員の報酬等、継続長期組合員の報酬等、公益的

法人等派遣職員の報酬等、職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の

報酬等、地方公営企業法の規定の適用を受ける職員の報酬等、特定地方

独立行政法人の役職員の報酬等、施行令第２条第１項第６号及び第７号

に掲げる者の報酬等及び組合役職員の報酬等において規定する「特定任

期付職員業績手当」を削除するものでございます。こちらは、第１８条か

ら第１９条の３及び第１９条の６から第２０条関係でございます。 

保健課長  第３、施行期日でございます。この変更は、公告の日から施行し、変更

後の千葉県市町村職員共済組合運営規則の規定は、令和７年４月１日か

ら適用するものでございます。以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

 

議  長  ただいま、議案第２号「専決処分（千葉県市町村職員共済組合運営規則

の一部変更）の承認を求めることについて」の説明がなされました。これ

より質疑をお受けしたいと存じます。議案に対する質疑はございません

か。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。 

これより採決をいたします。議案第２号「専決処分（千葉県市町村職員

共済組合運営規則の一部変更）の承認を求めることについて」、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手全員であります。よって、議案第２号は、原案のとおり可決されま

した。 

 

議  長  以上、附議いたしました議案につきましては、慎重にご審議をいただ

きまして、可決をいただきました。厚くお礼を申し上げます。以上をもち

まして、第２０９回組合会を閉会とさせていただきます。ご協力、誠にあ

りがとうございました。 

 

 

 

閉 会 （時刻１３時４９分） 
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令和７年６月２５日調製 

 

 

 

 

 

                議  長    岩  田   利  雄 

 

 

 

                署名議員    佐  藤   晴  彦 

 

 

 

                署名議員    五 木 田   晴  幸 
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